
災害時における福祉避難所の利用に関する協定書 

 

 清瀬市（以下「甲」という。）と社会福祉法人上宮会 平成あおば上宮園（以下「乙」

という。）は、清瀬市内に発生した地震等の災害時において、清瀬市地域防災計画に

基づく福祉避難所としての施設利用に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、清瀬市地域防災計画に基づき甲が指定する福祉避難所の利用に  

関し、必要な事項を定める。 

２ 福祉避難所とは、被災した災害時要援護者及びその介助者を受け入れる避難所と

する。 

 

（対象施設） 

第２条 甲が福祉避難所として利用できる施設は、次の施設とする。 

     

所 在 地 施 設 名 

東村山市青葉町一丁目７番地７５ 平成あおば上宮園 

 

（要請） 

第３条 甲は、災害が発生し福祉避難所を開設する必要があると認めたときは、乙に

対して福祉避難所の開設を要請するものとする。 

 

（避難所の開設） 

第４条 乙は、甲から要請を受けた場合は、対象施設の職員の参集状況及び対象施設

の被災状況に応じて、福祉避難所を開設するものとする。 

 

（避難所の運営） 

第５条 乙は、前条により福祉避難所を開設した場合は、対象施設の職員を中心に市

職員、地域ボランティアにより、避難者の介護及び生活等に必要な援助を、対応可

能な範囲で行うものとする。 

２ 甲は、乙に食料品及び生活物資等を供給するものとする。 

 

（経費の負担） 

第６条 福祉避難所の管理運営に要する経費は、甲の負担とする。 

２ 前項の定めによる経費の額は、甲乙協議の上、決定する。 

 

（開設期間） 

第７条 福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、災害

の状況により期間を延長することができる。期間延長については、甲乙協議の上、



決めるものとする。 

 

（避難所解消への努力） 

第８条 甲は、乙の事業に重大な影響を及ぼすことのないように配慮するとともに、

当該福祉避難所の早期解消に努めるものとする。 

 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から令和３年３月３１日までとす

る。ただし、期間満了の２箇月前までに、甲乙のいずれもこの協定の解除又は変更

の申し出がないときは、有効期間は更に１年間延長されるものとし、その後もまた

同様とする。 

 

（協議） 

第10条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めの

ない事項については、甲乙協議して定めるものとする。 

 

この協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保

有する。 

 

 

令和２年８月１日 

 

 

甲）清瀬市中里五丁目８４２番地 

清瀬市 

市 長  渋 谷  金太郎 

 

 

乙）東京都荒川区東日暮里二丁目２９番８号 

社会福祉法人上宮会 

理事長  山 岸  稔 

 


